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資料５－１ 

 

 

 
弘前大学医学部附属病院 

公的医療機関等2025プラン 

 

 

 

 

 
平成２９年１２月 策定 
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【弘前大学医学部附属病院の基本情報】 

 

医療機関名：  弘前大学医学部附属病院 

 

開設主体：   国立大学法人弘前大学 

 

所在地：    青森県弘前市本町５３番地 

 

 

許可病床数：            644床 

（病床の種別）     精神病床  41床 

            感染症病床  6床 

            一般病床  597床 

 

（病床機能別）  高度急性期病床  597床 

 

 

稼働病床数：            644床 

（病床の種別）     精神病床  41床 

            感染症病床  6床 

            一般病床  597床 

 

 

（病床機能別）  高度急性期病床  597床 

 

 

 

診療科目：内科、消化器内科、血液内科、循環器内科、呼吸器内科、腎臓内科、 

内分泌内科、糖尿病・代謝内科、感染症内科、神経内科、腫瘍内科、 

精神科、小児科、外科、呼吸器外科、心臓血管外科、消化器外科、 

乳腺外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻いんこう科、 

放射線科、産婦人科、麻酔科、脳神経外科、形成外科、小児外科、 

歯科口腔外科、病理診断科、救急科、リハビリテーション科 

 

職員数： 

 ・ 医師    342人 

・ 歯科医師   16人 

 ・ 看護職員  644人 

 ・ 専門職   176人 

 ・ 事務職員  202人（看護補助者等を含む） 

   （H29.12.1現在） 
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【１．現状と課題】 

① 構想区域の現状 
【青森県地域医療構想より抜粋】 
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【青森県地域医療構想より抜粋】 
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② 構想区域の課題 

 

 

 

 
 

 

  

【青森県地域医療構想より抜粋】 
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③ 自施設の現状 

 

使 命 

生命倫理に基づいた最先端の医療、医学教育及び研究を実践し、患者の心身に健康と希

望をもたらすことにより、地域社会に貢献することである 

 

目 標 

１．高度急性期病院として、地域医療機関等との連携を強化し、質の高い医療を提供する。 

２．専門性及び国際性を備えた優れた医療人を養成する。 

３．臨床に根ざした先進的医療技術等の研究・開発に取り組む。 

４．教育・研究・診療機能の充実及び療養・労働環境の改善を図る。 

 

 診療実績   特定機能病院入院基本料  ７対１（一般病棟） 

        特定機能病院入院基本料 １３対１（精神病棟） 

        平均在院日数  15.4日  

        病床稼働率   81.7％ 

（H28年度実績） 

 

 職員数  医師 342人、歯科医師 16人、看護師 621人、助産師 23人、薬剤師 28人、 

診療放射線技師 37人、臨床検査技師 48人、臨床工学技士 18人、 

理学療法士 12人、作業療法士 5人、言語聴覚士 4人、 管理栄養士 6人、 

その他専門職 18人、事務職員 202人（看護補助者等を含む）    

      （H29.12.1現在） 

 

特徴   ４機能のうち高度急性期機能が中心 

 

本院が担う医療政策 

 ・がん対策：地域がん診療連携拠点病院として、質の高いがん医療を提供している。 

 ・脳卒中対策：脳卒中ケアユニットを整備し、重症脳卒中症例の治療・管理を実施してい

る。 

 ・心筋梗塞等の心血管疾患対策：急性心筋梗塞に必要な検査及び専門的治療が24時間対応

可能である。 

 ・糖尿病対策：糖尿病の診断、治療、教育入院を実施している。また、糖尿病看護認定看

護師によるセルフケアや療養生活の支援も行っている。 

 ・精神疾患対策：精神科全般についての診療を実施している。また、医学研究科附属子ど

ものこころの発達研究センターと連携し児童思春期にも対応している。 

 ・救急医療対策：県内で唯一の高度救命救急センターを設置している。また、地域の要請

により外科系二次輪番も実施している。 

 ・災害医療対策：県内の災害医療の中心的役割を担う基幹災害拠点病院に指定され、県内

最多３チームのDMATを編成している。また、原子力規制庁から「高度被

ばく医療支援センター」及び「原子力災害医療･総合支援センター」に指

定され北海道、青森県及び宮城県における被ばく医療の拠点病院として

の機能を完備している。 

 ・周産期医療対策：地域周産期母子医療センターとして、特にリスクの高い症例及び特殊

症例にも対応している。 

 ・小児医療対策：県内全域における「高度小児専門医療（血液、心臓、腎臓、神経、新生

児）」及び「小児救命救急医療」を提供している。 

 ・へき地医療対策：県と連携したへき地医療拠点病院への人事ローテートの確立やへき地

の医療従事者に対する技術指導等の医療支援を行っている。 
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 ・在宅医療対策：総合患者支援センターにおいて、在宅療養の相談・指導を行うとともに、

MSWが介入し地域の訪問看護ステーション等と連携している。 

 ・その他、肝疾患診療連携拠点病院として地域の専門医療機関及び市町村と連携している。 

 

 

他医療機関との連携 

 

 紹介率 92.3％、逆紹介率 70.8％ （H28 年度実績） 

 

本院では津軽地域のみならず西北五地域、青森地域からも患者の受入を行っており、診療

科領域ごとに地域の基幹病院及び開業医等の関連病院との連携が図られている。 

なお、初診患者については 33 診療科のうち 30 診療科において紹介状を必須とし、うち 25

診療科については初診時予約を必須とするなど地域の医療機関との機能分化を図っている。 

また、総合患者支援センターにおいては上記初診時予約の受付のほか、退院支援のための

医療・介護施設との連携を密にし地域完結型の医療へ取り組んでいる。 

これら以外にも、各診療科領域における医師派遣等の人的支援や地域の医療機関からの各

種研修生の受入（がん薬物療法認定薬剤師研修施設等）を行うなど地域の人材育成にも取り

組んでいるほか、青森県内における感染制御と感染リスクの低減を図るため、「青森県感染対

策協議会（AICON）」の事務局として参加医療機関と感染に関する情報共有を図るなど、様々

な面において地域医療機関との連携が図られている。 

 

 

 

 

④ 自施設の課題 

 

 ・ 看護師をはじめとする医療従事者の人材確保に苦慮している。その要因の一つとして、

本学保健学科を例にとると県内入学者が４割を下回り、さらに県内入学者も卒業後は県外

流出するなど特に新卒者の確保に苦慮していることがあげられる。また、この背景には本

院の給与等待遇改善の必要もあり、本院の努力はもちろんのこと行政面や教育面からも改

善策を講じる必要があると思われる。 

 ・ 本来、三次救急を担うべき高度救命救急センターでは、地域の救急医療提供体制の状況

から外科系二次輪番も実施せざるを得ない状況にある。 

 ・ 地域医療構想における本院の位置付けが不明確である。本院は県内唯一の特定機能病院

として県内のみならず県外からも患者を受け入れており、二次医療圏ごとに策定された地

域医療構想で本院を位置付けることは困難である。 

 ・ 病棟の老朽化及び狭隘化の解消並びに将来の超高齢化社会を控え多様な重症患者に対応

する病院再開発が必要である。 
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【２．今後の方針】 ※ １．①～④を踏まえた、具体的な方針について記載 

 

①  地域において今後担うべき役割 

 

 ・ 本院は県内唯一の医育機関である大学病院であり、特定機能病院としても地域の最後の

砦として高度医療の提供を行っている。今後も地域の疾病構造の特性を踏まえ、地域医療

機関、地方公共団体等と連携しながら、がん及び脳卒中等地域の医療課題に積極的に取り

組むこととしている。 

 

 

 

②  今後持つべき病床機能 

 

・ 本院では、全病棟に診療密度が特に高い急性期患者を受け入れていることから、全病棟

とも高度急性期機能を選択していたところであるが、今後は一部の病棟については急性期

機能への変更について検討する。 

 

 

③  その他見直すべき点 

 

・ ２０２５年時点で津軽地域の人口は減少が見込まれるが、７５歳以上人口は増加し入院患

者数もピークに達することから、入院患者の重症化・複雑化が想定される。このため、低

侵襲医療の更なる充実、手術室の拡充やハイブリッド手術の導入による高度医療の強化、

病棟の臓器別再編やセンター化により、高度で質の高い先進医療の提供と優れた医療人の

育成を行う。 

・ 一部の病棟において病床利用率が低下傾向であり、今後の医療需要の推移を加味して、最

適な病床規模について検討する。 

 

 

 

 

【３．具体的な計画】 ※ ２．①～③を踏まえた具体的な計画について記載 

 

① ４機能ごとの病床のあり方について 

 

 ＜今後の方針＞ 

 現在 

（平成28年度病床機能報告） 

 将来 

（2025年度） 

高度急性期 597   

急性期 0   

回復期 0 →  

慢性期 0   

（合計） 597   
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 ＜年次スケジュール＞ 

 取組内容 到達目標 （参考） 

関連施策等 

2017年度 

 

 

病棟整備計画の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度 

 

 

病棟整備計画の検討 

 

 

病床規模・病床機能の検討 

 

最適な病床規模等を踏まえた病

棟整備計画の策定 

 

 

 

 

2019～2020

年度 

 

 

 

 

 

 

 

病棟改築（第Ⅰ期）工事着工 

 
 

2021～2023

年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病棟改築(第Ⅰ期)工事竣工  

 

第

７

次

医

療

計

画 

第７期 

介護保険 

事業計画 

２
年
間
程
度
で 

集
中
的
な
検
討
を
促
進 

第８期 

介護保険 

事業計画 
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② 診療科の見直しについて 

 検討の上、見直さない場合には、記載は不要とする。 

 

 ＜今後の方針＞ 

 現在 

（本プラン策定時点） 

 将来 

（2025年度） 

維持 

 

→ 

 

新設  → 

 

廃止 

 

→  

変更・統合 

 

放射線科 → 

 

放射線治療科，放射線診断科 

 

 

③ その他の数値目標について 

 

医療提供に関する項目 

・ 病床稼働率：   85.0％ 

・ 手術室稼働率：  67.0％ 

・ 紹介率：     95.0％ 

・ 逆紹介率：    85.0％ 

経営に関する項目＊ 

・ 人件費率：    42.0％ 

・ 医業収益に占める人材育成にかける費用（職員研修費等）の割合：  0.3％ 

 その他： 

 

 

 

＊地域医療介護総合確保基金を活用する可能性がある場合には、記載を必須とする。 

 

 

 

 

【４．その他】 

（自由記載） 

 

 

 

 

 


